
 
≪東小学校ホームページ≫ www.school.umic.jp/higashi/ もご覧ください。（最新情報更新中） 

申込方法等詳細については、先日家庭配付した「スクールカウンセリング利用のお誘い」をご覧ください。

令和５年５月１９日  

№４ 
  

 

○ 子どもや保護者へのカウンセリングやアセスメント 

（情報の整理・状況の見立て） 
 

○ 子どものコミュニケーションスキルを高める関わり 

（ソーシャルスキルトレーニングなど）予防的な取組 
 

○ 子どもの心理的な発達に関わる助言 
 

○ 教職員へのコンサルテーション（助言・援助）・研修 
 

○ スクリーニング会議やケース会議への参加 

（情報共有・助言）早期発見の取組 
 

○ 発達障がいに関わる相談・支援 
 

○ 専門機関等との連携支援（助言・援助） 
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｢いじめ・登校しぶり・親子関係・学力不振・友人とのトラブル・集団不適応」等の
お悩みについて、スクールカウンセラーが、秘密厳守で相談に応じます。 

 

文科省・県教委等の通知・指示により、周知の通り４月から、学校生活においては、基本的にはマスク着

用は求めなくなり（個人・家庭の判断）、「マスクをつけましょう」とか、「マスクを外しましょう」という声がけは

しないようになりました。また、児童間における「マスクの着用の有無による差別・偏見」がないように指導し

ているところでもあります。 

しかし、校内生活でマスクをしている児童においても、運動を行う体育の授業では、自分で判断をして外

せる児童もいる一方で、教員が声がけをしないと、運動を行う際にもマスクを着用したままの児童もおりま

す。マスクをしたまま、運動を行うと、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクが指摘されてお

ります。熱中症は命に関わる大変危険な病気ですが、予防法を知っていて、その対策をしっかり取っていれ

ば、十分に防げる病気でもあります。今週は、校庭の気温が 35℃を超える日が続き、熱中症の危険が高ま

っております。昨年の統計では、上田市の５月の約半数の日数で、夏日（２５℃以上）、真夏日（３０℃以上）

を記録しております。 

学校では、熱中症対策をしっかり行い、教育活動を進めております。ご家庭でも、以下の 3点の協力をお

願い致します。 

① 水分補給のための水筒の用意 

② 直射日光を避けるための帽子（ヘルメット）の着用 

③ 暑さや寒さを調整できるような服装の工夫（例：半袖の上に長袖を着る等） 

また、学校では、児童の命・安全・健康を守るという立場から、体育の授業では「マスクを外すように」と促

す指導を行っております。ご了承ください。（個別の状況には応じますので、ぜひご相談を） 

６月３日のスポーツ祭も、全校で午前中を通して実施されます。「１～２時間程度、校庭に出て自分たちの

種目に出場したら、校舎に入る」といった昨年度までの実施形態ではありませんので、十分な熱中症対策を

行って臨みたいと思います。児童が全力で競技に臨めるように「マスクを外して競技を行う」ことを基本とし

ますので、重ねてご了承ください。（個別の状況には応じますので、ぜひご相談を） 

また、文部科学省は、昨年もこの５月に、夏場は熱中症の恐れが強まるとして、児童生徒に対して、「登下

校時にマスクを外すよう指導する」といった留意事項を通知しております。「小学生は自己判断でマスクを外

すことが難しいため、教員が登下校時に積極的に呼びかける」よう要請がありました。ご理解・ご協力をお

願いします。 

スクールカウンセラーの役割（活動イメージ） ※県教委ＨＰより 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87&fr=link_kw_nws_direct


 
東小学校では、児童に対する「性的行為」根絶のための取組として、次のような校内ルールを策定しました。

児童・保護者の皆様には、ご理解・ご協力をお願いするとともに、お気づきの点・相談等ございましたら、相談
窓口（教頭・養護教諭）または校外通報・相談窓口等にご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

(1) 児童と教室や会議室等で外から見えない状態で１対１にならない。相談等はドアを開放し
たり、複数で相談に応じたりすることを基本とする。やむを得ない場合は、校長等に連絡の
上、指定された場所で行う。 

(2) 教室、その他諸室の管理等を適正に行う。 
  ① ドアの小窓などにポスター等の掲示物は貼らず、外からも誰もが見えるようする。 
  ② ドアの小窓の設置等が難しい室は、教頭等管理職が管理し、随時使用状況等を確認する。 
  ③ 部屋を一人の教職員が管理しないよう鍵の複数化や職員室等での保管をする。 
(3) 私的な電話・メール・ＳＮＳ等によるやり取りはしない。 
(4) 児童の身体へは、安全確保等社会通念上認められるもの以外、接触しない。 
(5) 教育目的外はもちろん、教育目的でも不必要な児童の撮影や録画をしない。 
(6) 性に関する指導にかかわっては、目的を明確にし、内容を検討した上で扱う。 
(7) 教育目的外で児童に性に関わることを話題にしたり、質問したりすることはしない。 
(8) わいせつ行為が疑われる時はもとより、室管理が不適正であったり、指導方法が不適正と

感じたりする時は、校長等に報告する。 
あるいは、校内相談窓口、校外通報・相談窓口に連絡する。 

(9) 非違行為未然防止の職員研修を定期的に行い、注意喚起と相互批正を怠らない。  

私たち教職員は、教職員の不祥事が起こるたびに心を痛めており、一層の自覚をもって職務に当た

ることが大切と思いを新たにしています。学校職員は、年度の始めに一人一人教職員という自覚を常

に持って職務にあたるという誓いを自筆して残し、さらに毎月研修を続けてきています。今後、信頼

回復を目指し、さらに研修を深めて参りたいと思います。交通法規の遵守を日常的な意識の一つのバ

ロメーターとしつつ、特に近年続いている、わいせつ行為やいじめ体罰の防止、パワーハラスメント・

セクシャルハラスメント防止等には、より意識を高めていきたいと思います。私たち教職員の言動に

対し、何か不審な点や確認が必要なことが生じた際には、下記の相談窓口もご利用ください。 

【東小学校の相談窓口(校内相談窓口)】  電話：22-0105 
 ◆「いじめ体罰防止」「非違行為根絶」相談窓口⇒教頭(職員室)・校長(校長室) 
  ～学校全体のこと、教育活動全般にかかわること、教職員にかかわる相談等～ 

◆「心や体の悩み」「スクールセクハラ防止」相談窓口⇒養護教諭(保健室/悩み事相談室) 
～心や身体、友だち、先生のことで悩みを抱えている相談等～ 

 ◆「発達障がい」「個別の支援」相談窓口⇒特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(あおぞら１/あさかぜ１) 
～東小学校では全職員で特別支援教育を推進(合理的な配慮や授業のユニバーサルデザイン化等)し、お

子さんのニーズに合わせて、いろいろな形や方法・場を用意しています。保護者や地域の方、関係諸機

関(行政・福祉・医療・特別支援学校等)とも積極的に連携した支援を行っていきます～ 

 ◆「心」の相談窓口⇒心の相談員(相談室)・養護教諭(保健室)・スクールカウンセラー 
～不登校や集団不適応、いじめ、友人関係、親子や家庭の問題等様々な心の相談事に幅広く対応～ 

スクールカウンセラー本校訪問日 ５月２３日(火)  ６月２２日(木)  ７月２０日(木)  ９月１９日(火)  

１０月１７日(火)  １１月１４日(火) １２月７日(木)  １月３０日(火)  ２月２０日(火)  ３月７日(木) 

【県の相談窓口(校外通報相談窓口)】 
＜総合相談窓口＞ 
◆ 子ども支援センター  子ども専用ダイヤル：0800-800-8035（無料） 

大人用ダイヤル：026-225-9330 

〔月曜日～土曜日 10:00～18:00（日曜日・祝日・年末年始は休み）〕 

＜学校教育、いじめ、不登校など＞ 
◆ 学校生活相談センター  電話：0120-0-78310「なやみいおう」（無料）24 時間受付 

※感染予防対応及び児童の心のケア等の相談も上記の窓口をご利用ください。 

 申込窓口 
養護教諭 

 


